
目

次

告

示

○
道
路
の
区
域
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
道

路

課
）
…
一

○
道
路
の
供
用
の
開
始
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
二

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
商
工
政
策
課
）
…
二

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqqqqqqqqqqq（
水
産
振
興
課
）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
道

路

課
）
…
四

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
中
南
地
域

県

民

局
）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
上
北
地
域

県

民

局
）
…
五

教
育
委
員
会

○
県
文
化
財
の
指
定
の
解
除
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
文

化

財

保

護

課
）
…
五

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
qqq（
事

務

局
）
…
六

告

示

青
森
県
告
示
第
七
百
二
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
十
一
月
十
九
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
七
百
二
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
十
一
月
十
九
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

青
森
県
報
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第
四
千
三
百
六
十
五
号

平
成
二
十
九
年

十
月
二
十
日

（
金
曜
日
）

図
面
番
号

道
路
の

種

類

路
線
名

変

更

の

区

間

変
更
の

前
後
別

敷

地

の

幅

員

敷

地

の

延

長

備
考

１

県

道

弘
前
田
舎
館

黒
石
線

弘
前
市
大
字
高
崎
字
広
田
一
一
三
の
三
か
ら

弘
前
市
大
字
境
関
字
西
田
五
八
の
一
ま
で

前

二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

二
八
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

後

二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

三
〇
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

二
八
・
五
〇
メ
ー
ト
ル



平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

県
道
青
森
田
代
十

和
田
線

青
森
市
奥
野
三
丁
目
二
七
〇
の
七
か
ら

青
森
市
桜
川
八
丁
目
五
四
七
の
一
ま
で

平
成
二九･一〇･二〇

県
道
弘
前
田
舎
館

黒
石
線

弘
前
市
大
字
高
崎
字
広
田
一
一
三
の
三
か
ら

弘
前
市
大
字
境
関
字
西
田
五
八
の
一
ま
で

〃

青
森
県
告
示
第
七
百
二
十
五
号

青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
証
紙
条
例
（
昭
和

三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
十
号
）
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
氏
名

十
和
田
市
西
一
番
町
一
六
の
二
二

山
田

英
雄

二

指
定
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日

三

売
り
さ
ば
き
場
所

十
和
田
市
西
一
番
町
一
六
の
二
二

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公

告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

メ
ガ
弘
前
駅
前
店

弘
前
市
弘
前
駅
前
北
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
地
内
一
一
街
区

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

紅
屋
商
事
株
式
会
社

青
森
市
新
町
二
丁
目
五
の
八

代
表
取
締
役

秦
勝
重

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

紅
屋
商
事
株
式
会
社

青
森
市
新
町
二
丁
目
五
の
八

代
表
取
締
役

秦
勝
重

四

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
三
十
年
五
月
二
十
七
日

五

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

一
、
三
二
五
平
方
メ
ー
ト
ル

六

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

１

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

四
四
台
（
位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り
）

２

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

三
四
台
（
位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り
）

３

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

一
二
三
平
方
メ
ー
ト
ル
（
位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り
）

４

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

二
四
立
方
メ
ー
ト
ル
（
位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り
）

七

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

開
店
時
刻

午
前
九
時

閉
店
時
刻

午
後
十
一
時
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２

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
十
五
分
ま
で

３

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

四
か
所
（
位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り
）

４

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

二
十
四
時
間

八

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
六
日

九

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
弘
前
市
役
所

２

期
間

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日
か
ら
平
成
三
十
年
二
月
二
十
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
弘
前
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

十

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

１

提
出
期
限

平
成
三
十
年
二
月
二
十
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課

３

記
載
事
項

㈠

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所

㈡

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

㈢

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

漁
業
取
締
船

一
隻

二

調
達
方
法

製
造

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
農
林
水
産
部
水
産
局
水
産
振
興
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

四

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

五

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
九
年
七
月
七
日

六

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

三
菱
重
工
業
株
式
会
社

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
一
六
の
五

七

落
札
金
額

六
億
四
千
八
百
万
円

八

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

漁
業
取
締
船
の
製
造
に
要
求
す
る
技
術
的
能
力
を
有
す
る
と
判
断
し
た
申
請
書
等
を
提
出
し
た

者
で
、
か
つ
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た

者
を
落
札
者
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

九

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
六
日
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特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

１

特
定
役
務
の
名
称

低
濃
度
Ｐ
Ｃ
Ｂ
含
有
廃
棄
物
処
理
（
運
搬
・
処
分
）
業
務
委
託

２

数
量

塗
膜
片
等
廃
棄
物
混
入
土
砂
（
二
百
リ
ッ
ト
ル
ド
ラ
ム
缶
入
り
、
内
容
量
二
百
七
十
五
キ
ロ

グ
ラ
ム
程
度
（
ド
ラ
ム
缶
重
量
を
含
む
）
）
六
百
五
十
缶

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
県
土
整
備
部
道
路
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
一
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

協
力
施
行
者

（
処
分
事
業
者
）

ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
計
画
株
式
会
社

秋
田
県
潟
上
市
昭
和
豊
川
槻
木
字
槻
一
三
の
一

（
収
集
・
運
搬
事
業
者
）

日
本
通
運
株
式
会
社

東
京
都
港
区
東
新
橋
一
丁
目
九
の
三

六

落
札
金
額

二
千
六
百
三
十
二
万
五
千
円

七

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

入
札
説
明
書
の
要
件
要
求
を
全
て
満
た
し
た
者
で
、
か
つ
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最

低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
九
年
八
月
四
日

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

ク
マ
ガ
イ
建
総

二

氏
名

熊
谷
忠

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
千
年
二
丁
目
九
の
二
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
四
）
第
二
〇
〇
五
五
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
九
年
七
月
三
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
黒
石
開
発

二

代
表
者
の
氏
名

築
舘
陽
子

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

黒
石
市
松
原
一
四
八
の
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
九
）
第
四
三
一
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
七
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
九
年
九
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
合
併
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
以
外
の
事
由
に

よ
り
解
散
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第

一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

藤
田
工
務
店

二

氏
名

藤
田
文
友

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
青
女
子
字
桜
苅
二
七
〇
の
九

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
四
）
第
二
〇
〇
三
六
七
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
月
二
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
九
年
九
月
十
五
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
下

砂
土
路
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日

上
北
地
域
県
民
局
長

櫻

庭

憲

司

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

理

事

〃

竹
内

広
之

千
葉

孫
一

上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
東
道
ノ
上
二
五
の

一〃

〃

〃

字
明
堂
向
六
八
の
一

平
成
二九･
九･二〇

〃

教

育

委

員

会

青
森
県
教
育
委
員
会
告
示
第
八
号

次
の
表
に
掲
げ
る
県
技
芸
は
、
文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第
七
十

一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
九
年
十
月
二
日
付
け
で
重
要
無
形
文
化
財
に

指
定
さ
れ
、
青
森
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
五
十
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
二
十

五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
技
芸
の
指
定
を
解
除
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日

青
森
県
教
育
委
員
会
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種

別

名

称

保

持

団

体

指

定

告

示

年

月

日

及

び

告

示

番

号

県
技
芸

津
軽
塗

津
軽
塗
技
術
保
存
会

平
成
二
十
八
年
八
月
十
五
日

青
森
県
教
育
委
員
会
告
示
第
六
号

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日青

森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

（
代
表
者
氏
名
）

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

自
由
民
主
党
青
森
県

第
四
選
挙
区
支
部

（
木
村

次
郎
）

代

表

者

木
村

次
郎

木
村

太
郎

平
成
二九･
九･一三

自
由
民
主
党
青
森
県

第
一
選
挙
区
支
部

（
津
島

淳
）

会
計
責
任
者

伊
藤

實

竹
内

滋
仁

二九･
九･一三

民
進
党
青
森
県
第
３

総
支
部

（
山
内

崇
）

政
治
団
体
の

名
称

民
進
党
青
森
県
第

３
総
支
部

民
進
党
青
森
県
第

４
区
総
支
部

二九･
九･二七

政
党
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

（
代
表
者
氏
名
）

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

髙
山
浩
司
後
援
会

（
舘

功
悦
）

会
計
責
任
者

髙
山

千
賀
子

髙
山

良
雄

平
成
二九･
七･一四

木
村
次
郎
後
援
会
連

合
会
（
鳴
海

康
安
）

政
治
団
体
の

名
称

木
村
次
郎
後
援
会

連
合
会

木
村
太
郎
後
援
会

連
合
会

二九･
九･
一

代

表

者

鳴
海

康
安

鳴
海

広
道

会
計
責
任
者

成
田

豊
身

信
平

孝

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
二
号
に

係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

二九･
七･二五

浜
谷
豊
美
後
援
会

（
木
村

勝
彦
）

代

表

者

木
村

勝
彦

小
沢

勝
司

二九･
九･一六
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